
山口大学知的財産審査委員会について【概要】
2019年10月1日改訂

国立大学法人山口大学

大学研究推進機摘

1 .審査体制
( 1 ）審査の種類（特許等の出願、審査請求、維持・放棄等に関する全て）
①圏内出願案件について職務発明、承継に関する審査

知的財産センター

②外国出願［（独）科学技術振興機構（JST,JapanSqience and Technology Agency）への支援申請］案件の審査

③審査請求案件の審査

④圏内特許の特許年金納付（権利維持・放棄）案件の審査
⑤外国特許の特許年金納付（権利維持・放棄）案件の審査

⑥JSTへの外国出願支援申請の探択・不採択案件の処理の報告

⑦「山口大学推奨マーク」の使用申請案件の処理の報告

(2）審査フロー（圏内出願について）
巳二コは可否判断

仁E
(3）審査のポイント

（職務発明か否か、承継するか否か、出願するか否か）

叶間部ヲ〆開｜司巨豆ヨ

引i::rI司断言ι打法，I司巨ヨ

司｜官官1司巨百（原員IJ.共闘手のーう）

①特許性→主に知的財産センターが判断
②市場性→主にTLO、コーディネータ（CD）等が、技術移転の可能性を中心に判断

③戦略性→審査委員会が、大学の戦略、研究者の戦略に基づいて判断

(4）審査委員会の構成

〔構成する審査委員〕

①機構長：

③学内の有識者
⑤学外の弁理士．

｜特許与 ／／市湯性 ｜－→ 承継（出願）

｜ 戦略性 ｜一→ 承継（出願）

合計11名

1名、 ②知財、産学公連携の2センター長他.3名
1名、 ④技術移転専門機関者： 1名
1名、 ⑥学外の有識者： 4名

(5）審査委員会の進め方
①出願状況に応じて（月1回程度、4時間／回程度）、集まり、審査（20分／件）する。

②審査委員による委員会方式（合議）とする。

③事務局を知的財産センターに置き、委員長（機構長）が総理する。委員長に事故あるときは、副委員長（知的
財産センター長）がその織務を代行する。［山口大学職務発明等規則］

④半数以よの出席者でもって成立とし、出席者の過半数をもって決定とする。（同数の場合は委員長が決定。）

⑤発明者、コーディネー夕、 URA等が説明者やオブザーバーとして適宜参加できる。
⑥委員会での審査結果は学長に答申し、決裁後、発明者に報告する。

個々の委員の意見は非公開とする。

(6）各審査のしかた
①審査委員会にかける案件については、基本的には、大学に費用負担が発生する案件は審査案件とし、大学

に費用負担が発生しない案件は報告案件とする。例えlま、下記案件については、報告案件とする。

・圏内出願案件のうち、企業等との共願案件で、費用を共願相手が全額負担する案件については、審査
委員会に報告して、家認される【共願相手の意向に沿う】。

－外国出願（JSTへの支援申3青）案件のうち、企業等との共願の案件については、審査委員会に報告して、

承認される【発明者、共願相手の意向に沿う】。

－審査請求案件のうち、企業等との共願案件で、費用を共願相手が全額負担する案件については、審査
委員会に報告して、承認される【共願相手の意向に沿う】。

・圏内特5午、外国特許の特許年金納付案件のうち、企業等との共願案件で、費用を共願相手が全額負担

する案件については、審査委員会に報告して、承認される【共願相手の意向に沿う】。
. r山口大学推奨マーク」の使用申請案件については、知的財産センターで判定して、審査委員会に報告

して、承認される。
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(7）「知的財産創作届書」の受理と出願
①「知的財産創作届書」の受理は、毎月10日締切とする。
②知的財産審査委員会は、毎月1園、基本的に毎月第4水曜日に開催する。

知的財産創作属書受理～出願の作業フロー
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（ 所のR日 予内 減｛注1）方式が聾った書煩とは．
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の両方が実働した書顕在いう

策（注2）審査援員全において，デー告を充実
させる．の量件付曹で最飽きれた案件の

(8）各審査基準等 ；日程 出願1:1:.発明書の’B歯により.1-3年以上
経過して畠されるものもある

1）圏内出願案件を審査する時の発明審査基準（①が職務発明審査、②～⑧が大学承継審査の項目）

①この発明は職務発明として認めてよいか。
②発明の目的とその目的達成の程度（効果）はあると思われるか。
③目的（課題）及びその達成度（完成）が現在または将来、社会のニーズに適合する（産業上利用できる）
可能性があると考えられるか。

④他の技術と同一文は類推できるものとは思われないか。
⑤この発明はあなたの知識や文献の記載等から簡単には思いつかないものと考えられるか。
⑥第三者の権利侵害の発見、立柾ができると思われるか。
⑦この発明はあなたから見て完成していると思われるか（なお、「完成Jとは、発明の課題が実際に、具体的に

解決できたことである）。
⑧戦略的見地から、 この発明は出願すべきと思われるか（なお、「戦略Jとは、外部資金導入、大学の戦略、

研究者の戦略等をいう）。

2）外国出願（JSTへの支援申請）案件を審査する時の発明審査基準
①特許性【新規性、進歩性】
②経済性【市場の規模、起業化・有力企業へのライセンスの可能性】
③社会公共性【社会公共に対する技術の貢献度】
④JSTの特許化支援制度の趣旨からみた発明の位置付け

【1）技術の大幅な進歩を促すことが期待される画期的な着想に基づく発明、
2）将来我が国の産業基盤を形成する可能性のある発明、
3）新規産業を形成する可能性のある発明、
4）既存産業技術を大幅に向上させる可能性のある発明】

⑤出願園【出願希望国の適否】

3）審査請求案件を審査する時の審査基準
①出願から2年半以内に実施契約が成立しているか。（あるいは、実施契約には至っていないが、将来、契約

の期待が高いものであるか。）
②大学の方針、戦略（大学の研究推進戦略等）、研究者の戦略（有償譲渡を含む）に沿ったものであるか。
③競争的資金導入のきっかけとなったものであるか。
④共同出願については、相手（企業等）の意向に沿ったものであるか。（相手（企業等）の意向を尊重、考慮

する。）

4）圏内特許の特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準

5）外国特許の特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準
①その国の特許年金納付時期に応じて、登録後2年～2年半で見直し、以降3～4年毎に見直す。
②基本的には、登録後に、よ配の見直しの時期の聞のライセンス収入等が、その間の特許年金総額に満た

ず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。
③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは残す。
④共同出願案件lま、権利共有者の意向も考慮／尊重する。

6)JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件を処理する時の基準

①各段階｛学内審査やJST審査（PCT出願、各国移行、 3年後見直し）｝で不採択になれば、次の段階としτ、
大学（山口Tし0）が主体となって、スポンサー（共同出願相手の企業等、それ以外の企業等）と有償譲渡金
額や持ち分割合等を交渉する。それが成立しなければ、発明者の希望があれば発明者に返却する。

7）「山口大学推奨マークJの使用申請案件を処理する時の基準
①企業等の申請者が使用申請書に記述した、本案件の大学の研究成果との関係（関係する知的財産権等）

や、推奨マークの使用例等を確認して、大学が推奨するにふさわしいかを判定する。
以よ
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山口大学知的財産審査委員会について【詳細】

1.審査体制
(1)審査委員会の位置付け

2019年10月1日改訂

国立大学法人山口大学

大学研究推進機構

知的財産センター

1)圏内出願時、 2）外国出願時、 3）審査請求時、 4）圏内特許年金納付（権利維持・放棄）時、 5）外

国特許年金納付（権利維持・放棄）時、及び 6)JSTへの外国出願支援申請が採択・不採択時、

7）「山口大学推奨マーク」の使用申請時、の各案件について報告、審議する。

(2）審査の種類

1）圏内出願案件について職務発明、大学承継に関する審査

発明者が発明時に提出する「知的財産創作届書Jを対象lこ、学内で定期的に知的財産審査委

員会を開催、審査委員による委員会方式で審査

（尚、圏内出願案件のうち、企業等との共願案件の場合で、共願相手が費用を全額負担する案

件については、共願相手の意向に沿い、審査委員会で報告、承認とする。）

2）外国出願［（独）科学技術振興機構（JS丁、 JapanScience and Technology Agency）への支援申請｝

案件の審査

大学の方針や発明者の外国出願の希望（「外国出願要否調査回答用紙」を参照）を考慮し、審

査委員会で、審査委員による委員会方式で審査

（尚、外国出願（JSTへの支援申請）案件のうち、企業等との共願の案件については、発明者、

共願相手の意向に沿い、審査委員会で報告、承認とする。）

3）審査請求案件の審査

①審査請求料の無料期｛特許経費全面無料期（特例期間） ：～H19年 3月出願｝→発明者の審査

請求の希望（「審査請求要否調査回答用紙Jを参照）に沿い、審査委員会で報告、承認

②審査請求料の半額有料期｛審査請求料、登録料のみが半額有料期（減免期間） : H19年 4月出

願～｝→発明者の審査請求の希望や共願案件の場合は共願相手の意向に沿い、審査委員会

で、審査委員による委員会方式で審査

（尚、共願案件の場合で、共願相手が費用を全額負担する案件については、共願相手の意向

に沿い、審査委員会で報告、承認とする。）

4）圏内特許年金納付（権利維持・放棄）案件の審査

5）外国特許年金納付（権利維持・放棄）案件の審査

発明者の圏内特許の権利維持・放棄の希望や共願案件の場合は共願相手の意向に沿い、審

査委員会で、審査委員による委員会方式で審査

（尚、共願案件の場合で、共願相手が年金を全額負担する案件については、共願相手の意向

に沿い、審査委員会で報告、承認とする。）

6)JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件の処理の報告

該当案件を処理基準（後述の（9) 6）に記載の処理する時の基準を参照）に則り、知的財産セ

ンターで処理し、定期的に審査委員会に報告、承認
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(3）審査フロー（圏内出願について）

E二二コは可否判断

（職務発明か否か、承継するか否か、出願するか否か）

I (C品 ）｜ 司｜？どおおじP〆~~~I 司 ｜ 審査委員会 ｜

Eキ 時｜思空白ιグ~~~二l l 司 ｜審査委員会｜

｜ 共願 ｜ c> 吟｜審査委員会｜（原則共願相手の意向に沿う）

(4）審査のポイント

①特許性→知的財産センターが判断

②市場性→丁しO、コーディネータ（CD）等が、技術移転の可能性を中心に判断

③戦略性→審査委員会が、大学の戦略、研究者の戦略（知的財産倉lj作届書に記入）に基づい

て判断

｜特許与 ／／市場性 ｜一→ 承継（出願）

｜ 戦略性 ｜－→ 承継（出願）

注）特許制度は、産業の発達を目的とする（特許法第1条）もので、市場性が重要視されてい

る。

(5）審査委員会の構成

学内の有識者｛機構長1名、知財、産学公連携の2センター長他の3名、その他学内の有識者1

名｝5名、技術移転専門機関者1名、弁理士等の学外有識者5名の計11名を審査委員とする。

〔構成する審査委員〕

①機構長： 1名

②知財、産学公連携の2センター長他・3名

③学内の有識者： 1名

④技術移転専門機関者：1名

⑤学外の弁理士： 1名

⑥学外の有識者： 4名 以上合計11名

(6）審査委員会の進め方

①審査委員は、出願状況に応じて（月1回程度、 4時間／回程度）、審査委員会に集まり、審査（20

分／件）する。（外部審査委員には、学内規程により謝金と旅費を支払う。）

②審査は、原則として、 審査委員による委員会方式（合議）とする。

③審査委員会は、事務局を知的財産センターに置き、委員長（機構長）が総理する。委員長に事故

あるときは、副委員長（知的財産センター長）がその職務を代行する。（山口大学職務発明等規

則第4章第16条）

④審査委員会は原則半数以上の出席者で、もって成立とし、審議では：出席者の過半数をもって決定

とする。（同数の場合は委員長が決定する。）代理出席は委員長の承認を要する。

⑤審査委員会では、 1）圏内出願時、2）外国出願時、3）審査請求時、4）圏内特許年金納付（権利維

持・放棄）時、 5）外国特許年金納付（権利維持・放棄）時、及び 6)JSTへの外国出願支援申請が

採択・不採択時、の各案件について報告、審議する。

⑥審査は、 案件毎に、各審査基準（後述の（9）を参照）、審査資料（後述の（1 0）を参照）に基づい

て行う。

⑦審査委員会には、必要に応じて（発明概要の説明等で）、 知的財産センターの担当者の他に、発
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明者、コーディネー夕、 URA等が説明者やオブザーバーとして適宜参加できるものとする。

⑧審査委員会での審査結果は、学長へ答申し、決裁後、発明者に報告する。但し、個々の委員の

意見は非公開とする。

(7）各審査のしかた

審査委員会にかける案件については、基本的には、大学に費用負担が発生する案件は審査案

件とし、大学に費用負担が発生しない案件は報告案件とする。

①圏内出願案件の審査は、「圏内出願案件を審査する時の発明審査基準Jをもとに、「知的財産創

作届書」、（単独出願の場合は、）「発明についてのTLO、コーディネ一夕、 URA等の所見、知的

財産センターのコメントJを参照して審議する。

尚、圏内出願案件のうち、企業等との共願案件の場合で、費用を共願相手が全額負担する案件

については、審査委員会に報告して、承認される【共願相手の意向に沿う】。

②外国出願（JSTへの支援申請）案件の審査は、「外国出願（JSTへの支援申請）案件を審査する

時の発明審査基準」をもとに、「外国出願要否調査回答用紙及びJST外国出願支援申請書（発

明概要）」を参照して審議する。

尚、外国出願（JSTへの支援申請）案件のうち、企業等との共願の案件については、審査委員会

に報告して、承認される【発明者、共願相手の意向に沿う】。

③審査請求案件の審査については以下の通りとする。

－審査請求料の無料期｛特許経費全面無料期（特例期間）：～H19年 3月出願｝→「審査請求要否

調査回答用紙」を受領すると、審査委員会で報告して、承認される【発明者の希望に沿う】。

－審査請求料の半額有料期｛審査請求料、登録料のみが半額有料期（減免期間）: H19年4月出願

～｝→「審査請求要否調査回答用紙」を受領すると、「審査請求案件を審査する時の審査基準J

をもとに、これらの審査資料を参照して審議する【発明者の希望に沿い、市場性（実施許諾の契

約が成立、またはその可能性があるもの等）を勘案して審査請求する、共願の場合は共願相手

の意向に沿う】。

尚、共願案件の場合で、費用を共願相手が全額負担する案件については、審査委員会に報告し

て、承認される【共願相手の意向に沿う】。

④圏内特許年金納付案件の審査は、「圏内特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の

審査基準」をもとに、「圏内特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答

用紙」を参照して審議する。

尚、共願案件の場合で、共願相手が年金を全額負担する案件については、審査委員会に報告し

て、承認される。

⑤外国特許年金納付案件の審査は、「外国特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の

審査基準」をもとに、「外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答

用紙」を参照して審議する。

尚、共願案件の場合で、共願相手が年金を全額負担する案件については、審査委員会に報告し

て、承認される。

⑥JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件の処理の報告は以下の通りとする。

該当案件を処理手法（後述の（9) 6）に記載の処理手法を参照）に則り、知的財産センターで処

理し、定期的に審査委員会に報告して、承認される。

⑦「山口大学推奨マーク」の使用申請案件の処理の報告は以下の通りとする。

該当案件を処理手法（後述の（9) 7）に記載の処理手法を参照）に則り、知的財産センターで判

定し、審査委員会に報告して、承認される。

(8）「知的財産創作届書Jの受理と出願

1)「知的財産創作届書』の受理～出願の日程

「知的財産創作届書Jの受理は、毎月 10日締切とする。
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受理から出願までの作業フローについては、以下を参照。

審査委員会は、毎月1回、基本的に毎月第4水曜日に開催する（第4水曜日が不都合な場合は、

別の近い日に開催する。）

一一ゐ

知的財産創作届書受理～出願の作業フロー

‘ • • 毎月第3水II目・L • 
出審 出
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①先行後術文献が開示されているもの
＠申E青書に必要事項がIC!’Eされているもの
の両方が完備した書類をいう

※（注2）審査餐員会において，データを充実
させる帯の条件付きで承留された案件の
出願は．発明者の都合により，1～3年以上
経過して為されるものもある
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2）審査委員会での審査案件の例外（特例）の扱い

①大学の方針、戦略（大型プロジェクト等の研究推進戦略）に該当の案件で、審査委員長が緊急を

要すると判断したものについては、審査委員会に諮る前に出願することができる。

②審査委員会に諮る前に、企業等が全額費用負担して出願済みとなった場合は、審査委員長名

で厳重注意し、再発を防止する。

以上の①、②に該当の案件については、後目、審査委員会に報告案件として報告する。

3）審査委員会での報告案件の例外（特例）の扱い

①圏内出願案件のうち、共同出願の共願相手が全額費用負担する案件（報告案件）については、

審査委員会で報告して承認された後、例外的に学内決裁に挙げずに、審査委員会の日でもっ

て、「職務発明、 承継、出願等に関する決定通知書」が発行される。

(9）各審査基準等

1）圏内出願案件を審査する時の発明審査基準・・・添付資料①参照

下記の①が職務発明審査、②～⑧が大学承継審査の項目である。

①この発明は職務発明として認めてよいか。

②発明の目的とその目的達成の程度（効果）はあると思われるか。

③目的（課題）及びその達成度（完成）が現在または将来、社会のニーズに適合する（産業上利用

できる）可能性があると考えられるか。

④他の技術と同一文は類推できるものとは思われないか。

⑤この発明はあなたの知識や文献の記載等から簡単には思いつかないものと考えられるか。

⑥第三者の権利侵害の発見、立証ができると思われるか。

⑦この発明はあなたから見て完成していると思われるか（なお、「完成」とは、発明の課題が実際に、

具体的に解決できたことである）。

⑧戦略的見地から、 この発明は出願すべきと思われるか（なお、「戦略Jとは、外部資金導入、大学

の戦略、研究者の戦略等をいう）。
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2）外国出願（JSTへの支援申請）案件を審査する時の発明審査基準・・・添付資料④参照

①特許性【新規性、進歩性】

②経済性【 市場の規模、起業化・有力企業へのライセンスの可能性】

‘③社会公共性【社会公共に対する技術の貢献度】

④JSTの特許化支援制度の趣旨からみた発明の位置付け

【1）技術の大幅な進歩を促すことが期待される画期的な着想に基づく発明、

2）将来我が国の産業基盤を形成する可能性のある発明、

3）新規産業を形成する可能性のある発明、

4）既存産業技術を大幅に向上させる可能性のある発明】

⑤出願国【出願希望国の適否】

3）審査請求案件を審査する時の審査基準・・・添付資料⑥参照

①出願から2年半以内に実施契約が成立しているか。（あるいは、実施契約には至っていないが、

将来、契約の期待が高いものであるか。）

②大学の方針、戦略（大学の研究推進戦略等）、 研究者の戦略（有償譲渡を含む）｜こ沿ったもので、

あるか。

③競争的資金導入のきっかけとなったもので、あるか。

④共同出願については、相手（企業等）の意向に沿ったものであるか。（相手（企業等）の意向を尊

童、考慮する。）

4）圏内特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準・・・添付資料⑧参照

①登録後2年半で見直し、以降3年毎に見直す。

②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の聞のライセンス収入等が、その聞の特許年金総

額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却す

る）。

③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは

残す。

④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。

5）外国特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準・・・添付資料⑩参照

①その国の特許年金納付時期に応じて、登録後2年～2年半で見直し、以降3～4年毎に見直す。

②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の聞のライセンス収入等が、その間の特許年金総

額に満たず、赤字になれば維持しなし、（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却す

る）。

③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは

残す。

④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。

6)JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件の処理をする時の基準

①各段階｛学内審査やJST審査（PCT出願、各国移行、 3年後見直し）｝で不採択になれば、次の

段階として、大学（山口TLO）が主体となって、スポンサー（共同出願相手の企業等、それ以外の

企業等）と有償譲渡金額や持ち分割合等を交渉する。それが成立しなければ、発明者へ希望を

聞いて、希望があれば発明者へ返却する。

7）「山口大学推奨マーク」の使用申請案件を処理する時の基準

①企業等の申請者が使用申請書に記述した、本案件の大学の研究成果との関係（関係する知的

財産権等）や、推奨マークの使用例等を確認して、大学が推奨するにふさわしいかを判定する。
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(10）審査のための審査資料

1)圏内出願案件を審査する時の審査資料

①圏内出願案件を審査する時の発明審査基準と評価

・・・添付資料①参照

②審査案件の知的財産創作届書

・・・様式は添付資料②ー1（単独出願用棟式）または②ー2（共同出願用様式）を参照

③（単独出願の場合は、）審査案件の発明についてのTLO、コーディネー夕、 URA等の所見（市場

性、技術移転の可能性等）、知的財産センターのコメント（特許性等）

・・・様式は添付資料③参照

2）外国出願（JSTへの支援申請）案件を審査する時の審査資料

①外国出願（JSTへの支援申請）案件を審査する時の発明審査基準と評価

・・添付資料④参照

②審査案件の外国出願要否調査回答用紙、JST外国出願支援申請書（発明概要）

・・様式は添付資料⑤－1(単独出願用様式）または⑤－2（共同出願用様式）を参照

③審査案件の圏内出願明細書

3）審査請求案件を審査する時の審査資料

①審査請求案件を審査する時の審査基準と評価

・・添付資料⑥参照

②審査案件の審査請求要否調査回答用紙

・・様式は添付資料⑦参照

③審査案件の公開公報

4）圏内特許年金納付（権利維持・放棄）案件を審査する時の審査資料

①圏内特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準と評価

・・・添付資料⑧参照

②圏内特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙

・・・様式は添付資料⑨参照

③審査案件の特許公報

5）外国特許年金納付（権利維持・放棄）案件を審査する時の審査資料

①外国特許年金納付案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準と評価

・・・添付資料⑩参照

②外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙

・・様式は添付資料⑪参照

③審査案件の特許公報

6)JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件の処理を報告する時の報告資料

①JSTへの外国出願支援申請の採択・不採択案件を処理する時の基準

・・・本資料の（9)6）参照

②本案件の状況報告書（一覧表）

・・・知的財産センターで作成

7）『山口大学推奨マークJの使用申請案件の処理を報告する時の報告資料

①『山口大学推奨マーク」の使用申請案件を処理する時の基準

・・本資料の（9)7）参照

②「山口大学推奨マークJ使用申請書 以上
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知的財産センター 整理番号 添付資料①

国内出願案件を審査する時の発明審査基準（審査の観点）と評価

平 成 年 月日

創作物（発明等）の名称：

代表発明者の所属部局名、職名、氏名：

発明審査基準と評価

項目 基準 評価

1 本発明は職務発明として認めてよいか。 はい、 いいえ

はい、 いいえ、
2 発明の同的とその同的達成の程度（効巣）はあると思われるか。

どちらとも言えない

罰的（課題）及びその達成度（完成）が現在または将来、社会のニーズ はい、 いいえ、
3 

｛；：：適合する（産業上手rJ用できる）可能性があると考えられるか。 どちらとも言えない

はい、 いいえ、
4（キ） 他の技術と向一、又は類推できるものとは思われないか。

どちらとも言えない

本発明は公知の知識や文献の記載等から簡単にはJ思いつかないものと考 はい、 いいえ、
5 （キ）

えられるか。 どちらとも言えない

はい、 いいえ、
6 （キ） 第三者の権利侵害の発見、立証ができると思われるか。

どちらとも言えない

本発明は完成していると思われるか（なお、 「完成Jとは、発明の課題 はい、 いいえ、
7 

が実際に、具体的に解決できたことである）。 どちらとも言えない

戦略的見地から、この発明は出願すべきと思われるか｛なお、 「戦略j

はい、 いいえ、
8 とは、外部資金導入、大学の戦略（有徽譲渡を含む）、研究者の戦略等

どちらとも言えない
をいう｝。

①大学として出願する、

②／ウIV）として保有する、
総合

本発明のE車内出願に関する総合評価 ③発明者へ返却する、
評価

④大学が有｛滋談渡する（大

学から出願しない）

ー7-



［注記l1) 上記 lが職務発明審査の項目、上記2～8が承継審査の項目に該当します。

2）上記2～5のうち、いずれかに、「いいえJと忠われる項目があれば、原則として出願

しないと判断して下さい。

3）上記で（キ）印の付いた項丹は、予め、知的財産センターが判断して記入する項目です。

4）発明者から任意談渡の申し入れがあった案件については、上記2～8の承継審査を行います。

5）以下の審査の観点も考慮願います。

種別 国内出願可否の取り扱い

大学単独出願 大学の意向で決定する

相手が費用負担 相手（企業等）の意向を尊重する
共間出版

持分に応じて費用負担 相手（企業等）の意向を考慮する

出願前に有｛鈴譲渡 大学からは出願しない

出願後に有｛滋談渡の約束 相手（企業等）の意向を尊重する
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知的財産センター 整理番号

国立大学法人山口大学長殿

知的財産創作届書

［単独出願用様式〕
⑫ 

平 成 年 月日

下記の知的財産の創作を行いましたので、国立大学法人山口大学職務発明規則第4条第 1項の規定に

基づき、届け出ます。

知的財産創作者 ：｛山口大学関係者のみ記載下さい。また、代表発明者（発明活動を

中心に行った者）名の前にOを付して下さい。捺印は不要です。｝

所 属 部局名 職名 氏名

知的財産の種類： （該当欄の記号か記号の前、あるいは文字にOを付して下さい。）

a）発明、 b）考案、 c）創作（回路配置利用権、プログラム、意匠）

d）育成 （品種登録）、 e）案出（ノウハウ等）

f) 商標（商品名 ・サービス名）

創作物（発明等）の名称 ：（物、方法等が区別できるように記載下さい。）

この発明等に関する知的財産センターとの窓口： （発明者中、知的財産センターとの対応が可能な方を記載下さい。）

I I I~~·~ I ｜携帯番号｜ ｜ 氏名 I I I I I 

｜ ｜ メール

備考 ：特許制度の活用は活動を通して社会への貢献をなすものであり、学術論文とは性質が異なります。

市場性の見込みのない（事業価値が見い出せない）発明は出願の対象とはなりません。
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1.権利の帰属（該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。）

共同出願人の有無 a）有、 b）無

相手機関名 相手持分 相手機関の発明者名 知財担当者名（TEL)

2.契約関係（該当欄の記号か記号の前、あるいは文字にOを付して下さい。）

契約書の有無 a）有、 b）無（有の場合、契約の種類：共同研究・委託研究・その他）

契約相手機関名

共同出願時の費用負担 a）相手持ち、 b）持分に応じて

出願について事前連絡 a）要、 b）奇（出願についての相手への事前連絡は発明者が行うこと）

研究費の出所 （願設にその旨記載しなければならないので必ず記載すること）

（宮公庁からの受託又は
平成 年度 。。 省！呆

口口口口口受託研究である。
再受託の成果の場合） 庁他

3.発明取扱について（該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。）

a）新規出願

b）圏内優先出願 先の出願：特願

学会名：

a）発表予定 学会発表日：平成 年 月 日

（原則として新規性喪失の例 予稿集等発行活：平成 年 月 日

本発明
外の適用の出願は行わない。）

刊行物名・

（出版日・平成 年 月 日）

外国出願の必要性有無 a）有、 b）無
（原則として新規性喪失の例外 （無の場合は、以後、原則、外国出願希望の有無を問い合わ

の適用の外国出願は行わない。） せず、外国出願を行いません。）

a）現時点で実施許諾先有 相手機関名：

（可能性の有る場合を含む。）

出願の緩急 a）急ぐ（ 月 日まで）

（通常は約 3 （理由：

ヶ月要する。） b）通常

4.特記事項（発明者の要翠とその理由を記載して下さい。例えば、①出願しないで有徽譲渡を希望、②外部

資金導入のために出願を希望等）
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5.発明内容の説明

｛基本的には発明者が記載して下さい。但し、発明者で記載が難しい項目については、コーディト夕、 URA、

7ド／＼＂イずヘ知的財産 t；ター、 TL O等に相談して下さい。必婆に応じて摘を拡げて記載して下さい。

なお、科学研究費補助金の公募資料の研究計画調書（科研費申請番）等も参考にして記載して下さい。｝

( 1）研究目的｛概要｝

( 2）研究の学術的背景｛従来技術と、できればその問題点も記載して下さい。従来技術のリストは後述（ 1 2) 

の欄に記載して下さい。｝

( 3）研究内容｛今回申誇しようとする発明に関する研究内容を記載して下さい。｝
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(4）研究成果｛実験、研究データ等も、できるだけ図面、グラフ、表等を用いて記載して下さい。別紙として

添付することも可能です。｝

( 5）今後の研究計爾｛次の記入項目を参考に記載して下さい。¢研究の現段階を踏まえて、今後の研究の課題、

計画、見込み（共同研究の場合は、相手企業等との研究スケジュール等も）、今後の事業化、技術移転等にどう繋

げるか、どう取り組むか等、②今後の研究発表（公表）の予定、③次の研究にどう繋げるか、どう取り組むか等）

( 6）本発明の要約｛研究成果の中から事業価値が生まれそうな穫が見つかったら、それが発明です。その種は

従来のものに比べて何（構造、方法等）が新しくて、それがどんなことを盤塗主主ゑのか等を倒単に述べて下さい。｝
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(7）本発明の利用される分野｛本発明が何に、どこに使われるか説明して下さい。｝

（記入例） ・・・・・・・・・・・・する際の・・・・・・・・・・・・・・・・・として利用される。

(00の診断、 CO業界における00の生産等、当該発明が事業価値として活かせる分野をある程度呉体的に示し

て下さい。）

( 8）本発明の効果｛公知の他者デー夕、自己データの両方の中で、最も近似の公知技術と本発明の構成との相

違に基づく効果を説明して下さい。定量的、定性的効果を記載して下さい。また、最も近似の公知技術（他者、自

己の技術の両方の中で）との比較したものがあれば提示して下さい。｝

（記入伊i1 ）本発明により、従来できなかった000の作製が可能となった。

（記入例2）本発明により、従来は000（数字）であった00をoco（数字）にまで上昇させることが可能と

なった。

（産業廃業物をリサイクル物質に変換できた等、思ってもみなかった効果（定性的異質の効果）は特許性が高くな

りますので、できる限りそのような効果を見つけましょう。）

( 9）本発明の具体化状況｛該当槻の記号か記号の前にOを付して下さい。｝

a）アイディアや構怨段階、 b）数値計算等で検証済み、 cl実証試験済み、 d）試作品を作成、

el製品を完成

( 1 0）本発明に対する社会のニーズについて｛該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。｝

a）既に興味を示している企業有り（企業名

b）今後興味を示す可能性がある企業有り（企業名：

c）現段階で、特定の企業なし

( 1 1）研究契約等との関係｛共同研究契約、有体物の提供・情報の提供等を受けたことに伴う制約（守秘義

務等）があれば教えて下さい。）
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( 1 2）出願前調査結果｛必ず従来技術（特許公報を含めた先行技術文献）の調査をして下さい。（調査が未だ

の場合は知的財産センター（内線 9966）まで連絡下さい。） 従来技術は自分の先行技術も含めて文献等名を例示

し、本発明との差異、本発明の優位性等を記載して下さい。また、先行技術調査で使用したデータベース、検索対

象期間、キーワードを明記して下さい。なお、特許情報検索インストラクターやコーディネータ等に支援してもら

ったら、検索者械に明記して下さい。｝

【本人が既に出願した本発明に最も近似する特許出願（米公開の出願も含む）、あるいは本人が既に

発表した本発明に最も近似する論文］ （最大で5技術を記載して下さい。）

番号 特許出願番号（出願日）、論文名（発表臼）等 本発明との差異、本発明の優位性等

A① 

A② 

A③ 

A④ 

A⑤ 

［他者の公知技術・従来技術 調査結果］ （重要と思われるものから最大で5技術を記載して下さい。）

特許公開番号（公開日）、論文名等

番号 （同ーの妓術・製造法等に関するものは、まとめて紀E蹴 本発明との装具、本発明の後位性等

して下さい。）

B① 

B② 

B③ 

B③ 

B⑤ 

データベース i検索対象期間：｜ ｜検索者 ｜ 

キーワード・
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知的財産センター整理番号

知的財産創作届書

［共同出願用様式）
⑫ 

平成年月 日

国立大学法人山口大学長殿

下記の知的財産の創作を行いましたので、国立大学法人山口大学職務発明規則第4条第 1項の規定に

基づき、届け出ます。

知的財産創作者 ：｛山口大学関係者のみ記載下さい。また、代表発明者（発明活動を

中心に行った者）名の前にOを付して下さい。捺印は不要です。）

所属部局名職名 氏名

知的財産の種類 ：（該当欄の記号か記号の前、あるいは文字にOを付して下さい。）

a）発明、 b）考案、 c）創作（回路配置利用権、プログラム、意匠）

d）育成（品種登録）、 e）案出（ノウハウ等）

f) 商標（商品名 ・サービス名）

創作物（発明等）の名称 ：（物、方法等が区別できるように記載下さい。）

この発明等に関する知的財産センターとの窓口：（発明者中、知的財産センターとの対応が可能な方を記載下さい。）

I I 電話番号｜ ｜携帯番号｜氏名 I 

｜ メール

備考 ：特許制度の活用は活動を通して社会へのー貢献をなすものであ り、学術論文とは性質が異なります。

市場性の見込みのない（事業価値が見い出せない）発明は出願の対象とはなりません。
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1.権利の帰属（該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。）

共同出願人の有無 a）有、 b）無

相手機関名 相手持分 相手機関の発明者名 知財担当者名（TEL)

2.契約関係（該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。）

契約書の有無 a）有、 b）無（有の場合、契約の種類：共同研究・委託研究・その他）

契約相手機関名

共同出願時の費用負担 a）相手持ち、 b）持分に応じて

出願について事前連絡 a）要、 b）否（出願についての相手への事前連絡は発明者が行うこと）

研究費の出所 （願書にその旨記載しなければならないので必ず記載すること）

（官公庁からの受託又は
平成 年度

00 4問封 ノi旦、
ロロロロロ受託研究である。

再受託の成果の場合） 庁他

3.発明取扱について（該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。）

a）新規出願

b）閣内優先出願 先の出願：特願

学会名：

a）発表予定 学会発表日：平成 年 丹 日

（原則として新規性喪失の例 予稿集等発行日：平成 年 月 日

本発明
外の適用の出願は行わない。）

刊行物名：

（出版日・平成 年 月 日）

外国出願の必要性有無
a）有、 b）無

（原則として新規性喪失の例
（無の場合は、以後、原則、外国出願希望の有無を閑い合

外の適用の外国出願は行わな
わせず、外国出願を行いません。）

い。）

a）現時点で実施許諾先有 相手機関名：

（可能性の有る場合を含む。）

a）急ぐ（ 月 日まで）
出願の緩急

（理由（通？片は約3ヶ月
要する。｝

b）通常

4.特記事項（発明者の要望とその理由を記載して下さい。例えば、①出願しないで有償譲渡を希望、

CZ:外部資金導入のために出願を希望等）
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5.発明内容の説明

（基本的には発明者が記載して下さい。侭し、発明者で記載が難しい項目については、 J－ディネー夕、

UR A、7ドハゃイザー、知的財産t；炉、 TL O等に相談下さい。必要に応じて欄を拡げて記載下さい。）

(1）発明の要約｛発明の目的、技術上のポイント、効果を簡単に記載して下さい。｝

( 2）従来技術とその問題点｛必ず従来技術（特許公報を含めた先行技術文献）の調査をして下さい。従来技術

は自分の先行技術も含めて文献等名を例示し、その問題点を指摘して下さい。なお、先行技術調査で使用した

ツールを明記して下さい。なお、特許インストラクターやコーディネータ等に支援してもらったら、その旨明

記して下さい。｝

( 3）本発明等における問題点の解決手段｛解決ポイント（新規な点）を従来技術と対比し、技術上の利点を説

明して下さい。｝

( 4）本発明の利用される分野｛発明が何に使われるか説明して下さい。｝

( 5）本発明の実施例｛本発明が第三者で再現できるように（必要に応じて図面、グラフ、表等を用いて）、でき

るだけ多くの事例を開示して下さい。これは法律委件です。｝
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( 6）発明の効果｛公知の他者デー夕、自己データの両方の中で、最も類似の公知技術と本発明の構成との相違

に基づく効果を説明して下さい。定f量的、定性的効果を書いて下さい。｝

( 7）最も類似の公知技術等との比較データ｛本発明の優位性を示すため、公知の他者デー夕、自己データの両

方の中で、最も類似の公知技術等と比較したデータがあることが望ましいです。｝

( 8）本発明のキーワード｛単語、フレーズ、短い文章を記載して下さい。）

( 9）発明の完成状況｛該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。｝

a）アイディアや構想、段階、 b）数値計算等で検証済み、 c）実証試験済み、 d）試作品を作成、

e）製品を完成

( 1 0）今後の研究の予定、見通し、戦略等｛次の記入項阿を参考に設いて下さい。 CDfilf究の現段階を踏まえて、

今後の研究の課題、計図、見込み（共同研究の場合は、相手企業等との研究スケジュールも）、今後の事業化、技

術移転等にどう繋げるか、どう取り組むか等、②今後の研究発表（公表）の予定、③次の研究にどう繋げるか、

どう取り組むか等｝

(1 1）本発明に対する社会のニーズについて｛該当欄の記号か記号の前にOを付して下さい。｝

a）既に興味を示している企業有り（企業名．

b）今後興味を示す可能性がある企業有り（企業名：
c）現段階で、特定の企業なし

(1 2）研究契約等との関係

共同研究契約、有体物の提供・情報の提供等を受けたことに伴う制約（守秘義務等）があれば、教えて下さい。

・知的財産センターが連絡する時の相手方の連絡先（機関名、氏名、 TEL)

・契約書の写し等を添付して下さい。
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文科省提出用調査書（発明一件毎についてお尋ねします）

［日本版パイドール法〉くの適用についての調査］

これに記載頂けない場合は、出願ができか本件は文科省の調査事項でもありますので、必ず記載願います。
ねますので、このことをご了承願います。

※日本版バイドール法（産業活力再生特別措置法）
政府資金を活用した研究から生まれた発明を大学に帰属させ、そのロイヤリティ収入を発明者にi還元すること
により、更なる研究開発を促進することを目的とするものです。
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知的財産創作届書の作成・提出に当たっての注意事項

大学研究推進機構

知的財産センター

1.圏内出願の費用は、当初費用だけで1件で約45万円程度かかります。この費用は、本学が負担

していることを十分理解願います。

ついては、知的財産創作届書を提出するに当たっては、まず、創作者の方で、本件発明は本当に

出願すべきなのか、事前に十分吟味頂きますようお願いします。

2.知的財産創作届書を記入して提出頂くと、後日、学内の知的財産審査委員会で審議されます。

出願をすることに決定した場合には出願手続きを行い、 出願をしないことに決定した場合には原則と

して大学として出願を行わずに、発明者へ返却いたします。

3.知的財産創作届書は、基本的には発明者が作成して下さい。但し、発明者で記載が難しい項目に

ついては、 山口大学大学研究推進機構のコーディネー夕、 UR A、アドバイザー、知的財産セン

ターや山口TL O等にご相談下さい。

なお、科学研究費補助金の公募資料の研究計画調書（科研費申請書）等も参考にして記載して下

さい。

4.知的財産創作届書に記載する「創作者」は、実際に創作に携わった者だけιして下さい。

（単に指示したり、または指示に従って実験をしただけの者は創作者ではありません）。

5.創作者のうち、代表創作者（代表発明者）の名前の前に必ずOを付けて下さい。

（発明者は、知的財産創作届書に記載された順序で特許願に記載されますが、順序は権利の軽重と

は無関係です）。

6.本件発明に関する連絡者（窓口）は、本件発明を特許等出願する場合の発明者サイドの窓口とな

る人（発明内容をお答えできる人）をお願いします。連絡者の携帯番号も記載下さい。

7. 発明内容の説明の中の 「本発明の要約」の項は、次のことを記載して下さい。

①従来のものに比べて何（構造、方法等）が新しいか

②それがどんなことを解決できるか

8.先行技術文献の項には、自らの発明のベースとなった技術文献や、類似の技術文献名を書いて下

さい（なお、特許文献以外の場合は、文献のコピーを添付して下さい）。

特に、自分が発表した関連文献がある場合には、必ずコピーをお願いします。

9.最後のページの文科省提出用調査書 （発明一件毎に、日本版バイドール法※の適用についての調

査）は必ず記載願います。これに記載頂けない場合は、出願ができかねますので、このことをご

了承願います。

10.この知的財産創作届書（文科省提出用調査書も含めて）は、大学研究推進機構知的財産センター

E-mai 1: chizai@vamaguchi-u.ac. io 
まで電子メールでお送り下さい。

11.知的財産創作届書が受理されましたら、受理のお知らせが書類で行きます。創作届書提出後3、

4日しでも受理通知が届かない場合は、知的財産センター（内線9963）までご連絡下さい。
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知的財産センター 整理番号 添付資料③

発明についての TL O、コーディネー夕、 UR A等の所見、

知的財産センターのコメント

平成年月日

創作物（発明等）の名称：

代表発明者の所矯部局名、職名、氏名：

1.本発明についてのTL O、コーディネー夕、 URA等の所見｛本発明の市場性等（技術移転の可

能性を中心に）} (TLO、トディネサ，日RA等がコメントを必ず記載する。必要に応じて1闘を拡げて書く。）

（記載者の所属、氏名、連絡先：

2.知的財産センターのコメント｛本発明の特許性等｝

（記載者の氏名、連絡先田
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知的財産センター整理番号 添付資料④

外国出願（ J s Tへの支援申請）案件を審査する時の発明審査基準

（審査の観点）と評価

平成年月 日

発明の名称（出願時）

出願番号： 特願

代表発明者の所 属部 局名 、職 名、 氏名：

発明審査基準と評仮

項目 基準 評｛耐

（キ） 新規性 有、無、不明

1.特許性 進歩性 i潟、中、低

（村） 市場の規模 大、中、小

2. 経済性 起業化・有力企業へのライセンスの可能性 大、中、小

（キ）
社会公共に対する技術の貢献度｛発明が社会の安窮（安全又

は環境、健康の確保）に言寄与する貢献度のことをいう。社会 大、中、小

3.社会公共性
公共性が高い発明についてはプラス要因として評価する。｝

1) 技術の大幅な進歩を促すことが期待される画期的な着怨
高、中、低（手）

に2毒づく発明

4. J s Tの特許化
2）将来我が国の産業基盤を形成する可能性のある発明 高、中、低

支援制度の趣旨

からみた発明の
3）新規度業を形成する可能性のある発明 高、中、｛氏

イ立霞付け 4）既存産業技術を大幅に向上させる可能性のある発明 i弱、中、低

（件）

出願希望国の適否 適当、不適当

5 出額国

①申誇する、
総合評価 本発明の外国出願 (Js Tへの支援申諮）に関する総合評価

②申請しない

［注記） 1）上記 1～5を参考に総合評価をして下さい。

2）上記で、項目の上に、（キ）印が付いた項Rは、予め、知的財産tントが判断して記入する項目です。

3）上記で、項目の上に、（件）印が付いた項目は、予め、山口TL O等が判断して記入する項告です。
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4）以下の審査の観点も考慮綴います。

出願種別 外国出願（ J s Tへの支援申誇）可否の取り扱い

大学単独出願 大学の意向で決定する

相手が費用負担 相手（企業等）の意向を尊重する
共同出願

持分に応じて費用負担 相手（企業等）の意向を考慮する
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添付資料⑤－1

外国出願の要否調査、 Js T外国出願支援申請書（発明概要）の記入依頼
［単独出願用様式］

代表発明者

殿

平成 年 月 日

干755-8611 山口県宇部市常控室台 2-16イ

国立大学法人山口大学

大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎

［回答先］ 担当 酒 井 由 美子

Te 1 : 0836-85-9978 (Fax: 9967) 

E-mail: y-sakai自yamaguchi-u.呂c.j p 

山口大学に承継され国内出願された発明の外国出願について、以下の点についてお知らせいたし

ます。

山口大学では、外国の権利も取得する必要のある発明については、科学技術振興機構 (JST) 

特許出願支援制度を活用することとしています。

つきましては、国内出願をしました下記発明について PCT出願支援制度公募要領をご一読の上、

外国出願の要喜子を厳選して判断］頁き、知的財産センターまで電子メールで問答をお送り下さいます

ようお願いいたします。

期限までに、外国出願の要と回答I貝き、 Js T外国出店頭支援申請書（発明概要）を記入して提出

頂いた場合は、後日、学内の知的財産審査委員会で審議されます。 Js Tへ支援申諮をすることに

決定した場合には申請手続きを行い、 Js Tへ支援申請をしないことに決定した場合には原則とし

て大学としてJs Tへ支援申請を行わずに、発明者へ返却いたします。（昨今Js Tの採択が厳しく

なっており、今後も厳しいことが予想されます。）

JST特許出願支援制度申請の留意事項（1/2)

本支援制度はJs Tが外国出願資舟を負担するのではなく、 5百万円～2千万円の出願費用を立て替

える制度（このうち約12万円は本学が負担）であることを理解され、更に JSTに支援を受けて出願し

た国で実施料収入があった場合、発明者、研究室及び本学への報僚に優先して、 JSTに返還されること

もご承知下さい。なお外国出願費用を回収できる可能性が高いと判断される具体的根拠・理由について

も回答をお願いいたしますロ

また、 JSTは大学と TLOにしか外国出願の支援をしませんので、共同出願の場合は外国出願質問の

うち、本学の緩和j持ち分割合分を JSTに外国出願の支援申請をすることになります。

したがって、 JSTへの外国出願の支援申請は、共同出願棺手が、①外国出願することに、②その出願

希望国について、同意していることが前提となります。
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JST特許出願支援制度申請の留意事項（2/2)

J s T支援制度に申請する場合は、

① P c T出願申請書類の一部事項記載（ 0 7年度より義務化）

② J s T特許調査員への技術内容の詳細説明一ーその後Js TでPc T出願審査

③ J s T指導に基づく明細書の改訂にあたり弁理士・知的財産センターへの協力一ーその後Pc T出願

④国際調査機関の見解書に対応する弁理士・知的財産センターへの協力

⑤各国移行申請書類の一部事項記載

⑥ J s T特許調査員への技術内容の詳細説明ーーその後Js Tで各国移行審査

⑦ J s T指導に基づく明細書の改訂にあたり弁理士・知的財産センターへの協力一ーその後各国移行

以上についてご協力を頂きます。

J s Tの特許化支援事業（外国特許出願支援制度）のHPの新URL（平成25年8月29日変更）：

htto://www.ist.!lo.io/chizai/tokkvoka.html 

併せて、添付の 「外国出願についての注意事項」を十分勘案して頂きますようお願いいたします。

記

【基礎出願（圏内出願） 等の情報〕

（下記①～⑦の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター 整理番号 ：

②発明の名称 （出願時）：

③出願番号：

④発明者（学内）所属・氏名：

⑤圏内出願日： 平成 年 月 日

⑥ 3 0条適用 ： 口あり（公開日平成年月 日）、 口なし

⑦ JST申請期限：平成 年 月 日（国内出願日より 6ヶ月以内）

回答期限日 平成 年月日

＊ なお、 期限までにご回答頂けない場合は、当知的財産センターにて判断の上、決定させて頂き

ますので、ご了承下さい。

以上
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外国出願の要否調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎殿

平成 年 月 日

［基礎出願（園内出願）等の情報］

（下記a:～⑦の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号：

②発明の名称（出願時）：

③出願番号．

④発明者（学内）所属・氏名：

⑤国内出願日．平成 年 月 日

⑤ 3 0条適用 ． ロあり（公開日平成年月 日）、 口なし

⑦ JST申請期限：平成 年 月 日（園内出願日より 6ヶ月以内）

［以下について、問答者で記載綴います。］

（時の所属氏名：

否要の願出国外－

f
l
i
l
i－－
L
 

1
3

－
 

要 否

（以下記入不要）

2. 出願希望国

(J s Tは基本的には1～5カ国程度しか支援しないとのことですので、ご承知おき下さい。）

〔 〕
3. 外国出願費用を回収できる可能性が高いと判断される具体的根拠・理由をご記入下さい。

( J s Tの審査のポイントになります。発明者で記載して下さい。）
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4.別添しました Js T外国出願支援申請書（発明概要）のご記入をお願いいたします。

「発明概要J中の 「4.出願希望国とライセンス活動・市場規模等の状況」では、出願希望

国を記入頂き、既に海外への活動を開始している場合は活動状況を必ず記入下さい。（記

入内容により、 Js Tによる採択の可能性が高まることがあります。）

記入方法は、別添しました Js T外国出願支援申請書（発明概要）記入例を参照下さい。

J s Tの特許化支援事業（外国特許出願支援制度）のHPの新日L（平成25年 8月29日変更）：

h t t P : I /www. j sしgo.jp/chizai/tokkvoka. html 

にも記載されています。

5. J s T外国出願支援申請書 「発明概要」中の 「2. 申請前調査結果」に、本申請案件の国内

出願の明細書で記載の先行技術の「非特許文献J以外の 「非特許文献」を記入された場合は、

その 「非特許文献Jも併せてご提出下さい。（PDF版を電子メールで、または紙媒体を学内

便で）
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添付資料⑤－2

外国出願の要否調査、 Js T外国出願支援申請書（発明概要）の記入依頼
【共同出願用様式］

代表発明者

殿

平成年月 日

干755-8611 山口県宇部市常盤台 2-16-1

国立大学法人山口大学

大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎

［悶答先］ 担当 酒 井 由美子

Tel:0836 85-9978 (Fax:9967) 

E-mail: y時 sakai申yamaguchi u. ac. i p 

山口大学に承継され閣内出綴された発明の外国出願について、以下の点についてお知らせいたし

ます。

山口大学では、外国の権利も取得する必要のある発明については、科学技術振興機構 (JST) 

特許出願支援制度を活用することとしています。

つきましては、図内出願をしました下記発明について PCT出願支媛制度公募要領をご一読の上、

外周出願の要否を厳選して判断頂き、知的財l産センターまで電子メールで問答をお送り下さいます

ようお願いいたします。

期限までに、外国出願の婆と回答I員き、 JST外国出願支援申請惑（発明概要）を記入して提出

頂いた場合は、後日、学内の知的財産審査委員会で審議されますロ Js Tへ支援申請をすることに

決定した場合には申請手続きを行い、 Js Tへ支援申請をしないことに決定した場合には原則とし

て大学としてJs Tへ支援申請安行わずに、発明者へ返却いたします。（昨今Js Tの採択が厳しく

なっており、今後も厳しいことが予怨されます。）

JST特許出願支援制度申請の留意事項（1/2)

本支援申lj度はJs Tが外国出綴費用を負担するのではなく、 5百万円～2千万円の出綴費用を立て替

える制度（このうち約 12万円は本学が負担）であることを理解され、更にJSTに支援を受けて出版し

た国で＝実施料収入があった場合、発明者、研究室及び、本学への報倹に優先して、 JSTに返還されること

もご承知下さい。なお外国出願費用を回収できる可能性が高いと判断される具体約棋拠・理由について

も回答をお願いいたします。

また、 JSTは大学と TLOにしか外国出版の支援をしませんので、共同出願の場合は外国出願費用の

うち、本学の権利持ち分割合分を JSTに外国出願の支援申請をすることになります。

したがって、 JSTへの外国出願の支援申請は、共同出願相手が、①外国出願することに、②その出願

希望国について、同意していることが前提となります。
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JST特許出願支援制度申請の留意事項（2/2)

J s T支援制度に申請する場合は、

①P c T出願申請書類の一部事項記載（0 7年度より義務化）

②J s T特許調査員への技術内容の詳細説明一ーその後Js TでPc T出願審査

③ J s T指導に基づく明細書の改訂にあたり弁理士・知的財産センターへの協力一ーその後Pc T出願

④国際調査機関の見解書に対応する弁理士・知的財産センターへの協力

⑤各国移行申請書類の一部事項記載

⑤ J s T特許調査員への技術内容の詳細説明一ーその後Js Tで各国移行審査

⑦ J s T指導に基づく明細書の改訂にあたり弁理士 ・知的財産センターへの協力一ーその後各国移行

以上についてご協力を頂きます。

J s Tの特許化支援事業（外国特許出願支援制度）のHPの新URL（平成 25年 8月29日変更） ：

htto://www店t.e:o.io/chizai/tokkvoka.html

併せて、添付の「外国出願についての注意事項Jを十分勘案して頂きますようお願いいたします。

記

【基礎出願（圏内出願）等の情報］

（下記①～⑨の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター 整理番号 ：

②発明の名称（出願時） ：

③ 出願番号 ：

④発明者（学内）所属 ・氏名 ：

⑤圏内出願日 ：平成 年 月 日

⑥ 3 0条適用 ： 口あり（公開日平成年月 日）、 口なし

⑦共同出願人、その持分割合（%）：

③共同出願時の費用負担 ： 口相手持ち、 口持分に応じて

⑨ JST申請期限 ：平成 年 月 日（圏内出願日より 6ヶ月以内）

回答期限日 平成 生月日

＊ なお、 期限までにご回答頂けない場合は、当知的財産センターにて判断の上、決定させて頂き

ますので、ご了承下さい。

以上
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外国出願の要否調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎殿

平成 年 月 日

［基礎出願（圏内出願）等の情報］

（下記①～⑨の項目は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号：

②発明の名称（出願時）：

③出願番号：

④発明者（学内）所属・氏名：

⑤圏内出願日．平成 年 月 日

⑤ 30条適用 ・口あり（公開日平成年月日）、 口なし

⑦共同出願人、その持分割合（%）：

③共同出願時の費用負担． 口相手持ち、 ロ持分に応じて

⑨ JST申請期限：平成 年 月 日（国内出願日より 6ヶ月以内）

［以下について、回答者で記載願います。］

［一騎氏名：

1 外国出版の要否

①回答者の意向

口宴、 口不要、 口共同出版相手の意向に従う

②共同出願相手の意向

口要、 口不要、 口未定、 ロ未確認

回答者の判断が要のときは、以下に進み、また、別添のJs T外国出願支援申百背番（発

明概要）をお書き下さい。

2. 出願希望国

( J s Tは基本的にはl～5カ国程度しか支援しないとのことですので、

〔
＼
1
1
1
1
1
1
J
 

し
キ
d下きお知法

制
」
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3.外国出願費用を回収できる可能性が高いと判断される具体的根拠・理由をご記入下さい。

( J s Tの審査のポイントになります。発明者で記載して下さい。）

4.別添しました Js T外国出願支援申請書（発明概要）のご記入をお願いいたします。

「発明概要」中の「4.出願希望国とライセンス活動・市場規模等の状況」では、 出願希望

国を記入頂き、既に海外への活動を開始している場合は活動状況を必ず記入下さい。（記

・入内容により、 Js Tによる採択の可能性が高まることがあります。）

記入方法は、別添しました Js T外国出願支援申請書（発明概要）記入例を参照下さい。

J s Tの特許化支援事業（外国特許出願支援制度）のHPの新URL（平成 25年 8月 29日変更） ：

h l l P: I /www. i sしgo.io/chizai/lokkvoka. html 

にも記載されています。

5. J s T外国出願支援申請書「発明概要J中の 「2.申請前調査結果」に、本申請案件の圏内

出願の明細書で記載の先行技術の「非特許文献」以外の 「非特許文献」を記入された場合は、

その「非特許文献」も併せてご提出下さい。 CPDF版を電子メールで、または紙媒体を学内

便で）
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外国出願についての注意事項

1. ｜外国出願費用はJSTの支援を仰いでいます｜

大学研究推進機構

知的財産センター

外国出願の費用は、 1カ国当たり当初費用約 15 0万円程度かかるため、山口大学では、

基本的には、外国出願（PCT出願）については、すべてJST （科学技中f<J振興機構）に

出願支援を依頼している。なお、 19年4月からは、公的費用（WIP O事務局へ納める

PC T出願時の国際出願手数料 12万円）と登録後の特許年金は大学負担となっている。

また、企業等との共同出願は、大学の権利の持分についてのみJs Tが支援をすること

となっている。

2. ｜外国出願の前には、これまでの自己発表論文等の再確認をお願いします

外国出願の支援申請後のJs Tの審査では、他人の発明はもちろん、発明者自身の論文

等、学会発表、雑誌掲載、インターネット発表、発明者自身の前の出願も含めて、先行技

術をかなり厳しくチェックしている。

山口大学では、発明者自身の論文等の先行技術があるために不採択になるケースがかな

り多い。 Js Tへの申翁時には、発明者自身の少しでも関連する論文等があれば必ず自己

申告して頂くことを呼びかけている。 Js Tへの申請後にJs Tが調査して、上述した論

文等を先行技術として指摘された場合は、その時点で申請を取り下げざるを得ない。

3. 1新規性喪失の例外規定の適用出願は支媛が受けられません｜

原出臣賞の悶内出願が特許法30条（新規性喪失の例外規定）に該当すると、欧州では特

許がとれず、 Js Tは、基本的にはその案件について外悶出願支援をしていない。

4. I支援が採択された後でも実施化等がチェックされます｜

• J s TからPc T出願の支援が採択された後、各国への移行段階で再度、 Js Tへ支援を

申請するが、その審査では、申請した発明について市場性、有用性、発明の完成度、ライ

センスの有無などについて、改めて審査され、満たしていない場合には支援が打ち切られ

ることになる。

• JS Tから支援中の全案件は、 l年毎に本件の実施化、契約の進捗状況、市場調査等につ

いてJs Tに「ライセンス活動状況等報告Jすることが義務付けられている。特に、外国

出願（PCT出願）から 3年経過時｛優先日（基礎出願）から 4年経過時｝等の案件が支

援継続の見直し対象となり、何らライセンス活動の進展がなければ、支援は中止される。

．移行後各国で登録された場合は、定期的に特許年金の納付が必要となる。特許年金は初回

のみJs Tが支援するが、それ以降はJs Tは支援しないので、大学負担となる。

以上の点を卜分勘案して頂き、外国出願には臨んでI頁きますようお願いいたします。
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独立行政法人科学技術振興機構 OST)による 「特許出願支援制度」について

制度の目的

本制度は大学・ TLO等 （国公私立大学 ・承認 TLO・大学共同利用機関 ・高等専門学校）の研

究成果の権利化を推進するために、今まで十分な対応が図られていない外国特許の取得に向け

ての出願等を総合的に支援するものです。

支援対象

大学 ・TLO等（国公私立大学 ・承認 TLO・大学共同利用機関・高等専門学校）の研究成果に

基づく発明のうち、大学 ・TLO等が出願人となって行う外国出願が対象です。

企業や発明者個人との共同出願の場合は、 大学 ・TLO等の費用負担分のみが支援の対象とな

ります。

手続期限
。月 6月 9月 1年 2年 2年3月 2年6月

陀 T出願 由 j

町i作記①、R） －~－ s 

哲
T 

議
へ ヌ詰 ’ 
＠ 

当F主~~続~ パリ条約ルート先
（下記③〉 包v 圃園田 続T 

，~ 

•lfl緒パターン
ト

①PCTtet~• 
＋指定国移行

＠指定国移行力、ら「・・・・1. 
lfll膏〈バリ祭約J~ート等〉

③Jり条約ル』ト

申請の時期

出願の段階により、 2回の申請のタイミングがあります。

PCT出願段階で採択された案件も、 指定国移行段階での支援の継続を希望する場合には再度

申請を行う必要がありますので、申請期限にご注意ください。

( 1) PCT出願支援申請 ・・ ・・・・ 外国出願期限の6ヶ月前まで

→大学 ・TLO等が行った国内出願（以下「基礎出願」）に基づく優先権主張を伴う国際特許出願

(PCTルート）が支援の対象となります。PCT非加盟国を付帯して申請可能です。当制度では、

PCT加盟国に対し PCTルートを基本ルー トとし、パリ条約ルートの支援を原則実施しないこと

といたしております。
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( 2）指定国移行支援申請・・・指定国移行期限の6ヶ月前まで

→国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告において主要な請求項の特許性があると認めら

れた案件についてのみ受理し、さらにその請求項に係る発明の有用性が認められる場合に支援

することとしています。従い、 新規性 ・進歩性・産業上の利用可能性のいずれかの項目で、否

定的見解が全請求項について残るものは、国際予備審査を行い、少なくとも答弁書の提出等に

より主要な請求項の否定的見解を解消した上で申請願います。

支援の内容

大学・ TLO等が支出した PCT出願費用 ・各国移行出願費用のうち、 権利化までに必要な費用

を支援します。あくまで本制度は権利化までの支援制度のため、権利化後の費用は一切支援し

てもらえません。また、 権利化前でも、 一部について支援対象外となる費用があります。

［支援対象外の費用）

①引用例の翻訳費用、国際出願手数料（WIPOへの支払い分）、

②16クレーム以上にかかるクレーム追加料金 (EP）、

③PCT出願段階での翻訳、日本語以外の言語から日本語への明細書の翻訳、引用文献や現地代

理人からのレターの翻訳、

④特許事務所変更に係る費用特許登録報酬（成功謝金）、

⑤緊急料、特急料金等、期間延長に関する費用、

⑤書誌的事項の軽微な修正（あて名、発明の名称、住所変更等）、

⑦異議申し立て、早期審査請求、文献、公報取り寄せ手数料、

③指定取り下げ、名義変更、先行技術調査、交通費、 日当

［協議対象となる費用］

①分割出願、継続審査請求、一部継続出願、 審判請求

・大学 ・TLO等が一度支出した出願費用に対して JSTへ支援費の請求をする「精算請求」で

すので、大学 ・TLO等の負担分につきましては、代理人より通常通り請求していただいて

結構です0・現地代理人費用がある場合は、現地代理人請求書の写しをご送付くださるようにお願い致

しております。
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申請添付書類 l

J 1s1 f.J.!Jf1榊：1I I 

JST特許出願支援制度 発明概要 （申請の際は必ず記入し添付して下さい）

申請の種類を選択して下さい

｜間種類｜（選択以ださい）

申請案件 の基礎出願番号（指定国移行申請の場合は PCT出願番号）を記載して下さい

｜基礎出願番号｜

※基礎出願が複数ある場合は、最初の基礎出願番号のみ記載して下さい。

1.発明の内容 要記入 巨豆亙:IDI移行から新規哩豆誼

発明の内容 」の繍には発明の概略を記載して下さい（必須）．

、

JST重点分野（※） （選択してください）

※ JST重点分野 該当する分野を lつ選んで下さい。分類の詳細については、募集のご案内の別表を参照下さい。

2.申請前調査結果

［発明者が出願前に発表した最も近似する技術］ 最大4技術を記載して下さい 要記入巴互亙宮 ｜移行から新規l

特許出願（出願日）、論文等（発表日） 本発明との差異、本発明の優位性

［他者の公知技術・従来技術調査結果］ 重要なものから最大4技術を記載して下さい
郵 B入巨豆亙E

特許出願（出願日）、文献等

（同ーの技術・製造法等に関するものは、まとめて 本発明との差異、本発明の優位性
記縦して下さい）

データベース：

キーワード：

要記入 ：E 亙劃｜移行から新規｜直璽

[JST特許主任調査員による申請前の先行技術調査の有無］

申鞘前にJST各特許化支援事務所の特許主任調査員による先行文献調査や発明相談等を受けてしも場合は記入下部、

JST特許主任鯛査員による申請前の先行技術開査の有無｜なし ｜担当した特許主任調査員名 l
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申請添付書類 1

3.有用性
要記入 ~I移行から新規哩E璽

発明の効果 』の欄には概略を記載して下さい。

書ききれない場合や図面等を伴う説明資料がある場合は、自由様式で追加資料を別途添付して下さい。

追加資料の有無｜なし ｜追加資料ファイノレ名 ｜ 

［応用分野］ 有望なものから最大4分野を記載して下さい 菱記入巨豆国l移行から新規直亙璽

主な具体的応用分野 開発の進捗 技術の完成度

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

4.出願希望国とライセンス活動・市場規模等の状況 要記入ー巨互E函｜移行から新規｜画室E
［活動が無い場合も必ず記入して下さし、］

［指定国移行段階の申請］支援を希望する上位8カ国（希望が8カ国に満たない場合は全ての国）について記載して下さい

［パリノレートの申請］ 同上

[PCT出願前の申請］基礎出願に対する活動について記入し、既に海外へ活動を開始した場合も適宜記入して下さい

希 活動
契約企業又は、ライセ ライセンス計画・事業展開計画、 予定時期、市場規模等

望 国名 状況

l慎 （※） 
ンスの想定企業 （希望国が8カ国を超える場合は、この欄に国名と希望順を記載して下さb、）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

市場性調査の結果が有る場合は、調査結果について自由様式で追加資料を別途添付して下さい

別添の市場性調査の有無 ｜なし 別添資料ファイノレ名

※活動状況 1・現に実施料等収入がある 2：ライセンス契約がある 3：特定企業と交渉中 4：不特定企業に活動中 5.活動していない

5.圏内出願後（またはPCT出願後）の研究・開発進展状況 要記入：~1移行から新規 l軍司

出願後の研究・開発の継続 （選択して下さし、）

出願後の成果 （選択して下さし、）

新たに取得されたデー夕、実用化に向けた

新展開等
(PCT出願前の申謂では、国内優先権主張出願
の予定の有無とその出願時期も記入して下さb、）
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申請添付書類 l

6. JST等、他事業の利用希望
要記入 巨豆亙面i移行から新規唖週

JST ([) J-STOREへの掲載｜（選択して下さい）
JSTが実施する他の大学支

｜（選択して下さい）
援事業等への情報提供

希望される場合、今後、他の支援事業について、別途担当課より本件に関するご案内をさせて頂く場合があります

｜文部科学省「大学発新産業創出拠点プロジェクトJの公募情報の提供を希望する ｜（選択して下さい）

希望される場合は、同事業担当部門より、公募情報について、ご連絡させていただきます。

※「大学発新産業創出拠点プロジェクトJhttp://www.jst.go.jp/start/ 

7.知財ファンド（LSIP等）の利用希望 婆記入： [fil亙罰｜移行から新規I（！亙豆E
本件がJSTの知財審査委員会で不採択となった場合、株式会社産業革新機構の出資する知財フアンド（LSIP等）に有償譲渡で

きる場合があります。不採択となった場合、 ご希望により JSTから しSIPファンド運営合同会社等に、基礎出願の出願番号、発明の

名称、申請機関名、申請担当者連絡先等を伝えます。

不採択後のしSIPファンド運営合同会社等への情報提供 ｜（選択して下さい）

詳細については、下記 HPまたは下記連絡先までお問い合わせ下さい。

http://www.ist.go.io/chizai/pat/p s 03etc.html 

http://www.i1Jsn.eo.jp/bundling.html （連絡先：info@ipsn.co・jp)

8.その他 要記入 巨豆亙罰｜移行から新規 I~盟

JST事業名
他のJST公募事業・助成金

（選択して下さし、） 応募年度（西暦） 年
利用の有無

採択状況 （選択してくださしリ

本発明が、認定済特許群に該当する場

（選択して下さし、）
骸当する特許群番号

合、特許群番号を入力下さい。（核当する
(G00-0000) 

場合、最新のロ ド？＇＇：／ プを添付下さい）

その他特記事項・アピーノレ事項等

9.国際調査機関の否定的見解への対応 要記入｜移行から新規唖亙璽

否定的見解への対応 （選択して下さし、）

否定的見解への対応に関する補足

， 

国際調査報告書第凋欄「国際出願に対

する意見」への対応（審査官の意見が付

されている場合は、対応について必ず記

載して下さし、）

否定的見解への対応と受理の基準に関する詳細は、 募集要項を参照して下さい

10.原出願からの主な追加・修正事項 要記入 ：軍調

P山願における原出願からの追加修正の有無 ｜（選択して下さい）

主な追加・修正事項（必ずしも鰭求項単位ではなく、関連する事項はまとめて記載して構いません）
JSTコメントに基づく
変更はチェック

口
口

口

口
修正箇所が多い場合、文は複雑な場合などは、適宜、対比表等を追加資料として提出して下さい。

追加資料の有無 ｜なし ｜追加資料ファイノレ名

PCT出願審査時の「条件Jを満足していない場合、原則、 継続移行審査は不採択となりますので、 PCT出願審査時の「審議結果

報告」 をご確認下さい。
・37-
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知的財産センター 整理番号 添付資料⑤

審査請求案件を審査する時の審査基準（審査の観点）と評価

平 成 年 月日

発明の名称（出願時）

出願番号： 特願

代表発明者の所属部局名、職名、氏名：

審査基準と評価

項月 基準 評価

出願から 2年半以内に実施契約が成立しているか。 （あるいは、実施 はい、 いいえ、
1 （材）

契約にはさEっていないが、将来、契約の期待が高いものであるか。） どちらとも言えない

大学の方針、戦略（大学の研究推進戦略等）、研究者の戦略（有後談 はい、 いいえ、

2 （キ）

渡を含む）に沿ったものであるか。 どちらとも言えない

はい、 いいえ、
3 （本） 競争的資金導入のきっかけとなったものであるか。

どちらとも言えない
（交渉中等）

総合 ①審査請求する、

本発明の審責務求に関する総合評価

評価 ②答査請求しない

［注記l1）上記l～3のうち、いずれかに、「はいJと忠われる項目があれば、原則として審査請求を

すると判断して下さい。

2）上記で（キ）印の付いた項目は、予め、知的財産センターが判断して記入する項目です。

3）上記で（件）印の付いた項目は、予め、山口TL O等が判断して記入する項目です。

4）以下の審査の観点も考慮l願います。

種別 審査請求可否の取り扱い

大学単独出願 大学の意向で決定する

相手が費用負担 相手（企業等）の意向を尊重する
共！湾出願

持分に応じて費用負担 相手（企業等）の意向を考慮する

登録後に有徽譲渡を約束 相手（企業等）の意向を尊重する

-38 -



添付資料⑦審査請求の要否調査の記入依頼

平成年月 日

干755-8611 山口県宇部市常盤台 2-16-1

国立大学法〆、山口大学

大学研究推進機構

知的財産センター

殿

代表発明者

洋一郎

由香［回答先］ 担当 伯野

Tel: 0836-85-9965 (Fax:9967) 

E皿aiI. y hakuno申yamaguchi u. ac. j p 

イ主回センター長

先般、国内出願しております先生の下記発明の審査請求について、以下の通りお知らせしますの

で、審査請求の要否を判断］頁き、回答I員きますようにお願いいたします。

特許取得を毘指す場合は、審査請求（出願から 3年以内）をしなければなりませんが、審査請求

は下記の通り経費が掛かることもあり、山口大学では、審査請求する発明を厳選して、審査請求す

ることとしています。

つきましては、下記留意事項をご一読の上、審査請求の要否を判断頂き、知的財産センターまで

電子メールで回答をお送り下さいますようお願いいたします。

期限までに、審査請求「要Jと回答頂いた案件は、後日、学内の知的財産審査委員会で審議され

ます。審査請求をすることに決定した場合には審査請求手続きを行い、審査請求をしないことに決

定した場合には原則として大学として審査請求手続きを行わずに、発明者へ返却いたします。

審査請求の要否判断時の留意事項

1 審査請求とは

出願の日から 3年以内に、特許庁に対して出願した発明について審査して下さいと意思を示すこと

です。審査請求を行わなければ、審査は行われないため緩和j化することが出来ません。
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審査請求の要否判断時の留意事項（続き）

2. 審査請求料について

平成 19年4月1日以降に大学から出願した発明を大学が審査請求すると、その審査請求料は、

約 10万円 ［ { 168,600円＋（請求項の数×4,000円）｝× 1/2 （半額有料） ］ となります。

これを大学が負担することになります。

更に、審査請求後の拒絶応答では、弁理士費用が掛かります。

3.審査請求要否の回答について

審査請求要否の回答では、審査請求が「要（必要）」あるいは「否（不必要）Jと判断される具体的

根拠 ・理由についても回答をお願いいたします。添付の回答用紙に記載の 「審査請求の学内審査基準」

を参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない発明については原則として審査請求「否」として

下さい。

また、審査請求して登録された場合は、その後、特許年金の納付が必要となります。権利維持につ

いては、下記の基準で行われますので、このことも勘案頂いて、審査請求要否の判断をお願いいたし

ます。

【国内特許の権利維持・放棄する時の学内審査基準］

①登録後2年半で見直し、以降3年毎に見直す。

②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の問のライセンス収入等が、その間の特許年金総額

に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。

③契約等により、 一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは残

す。

回答期限日平成 年 月 日（）

＊ なお、期限までにご回答頂けない場合は、知的財産審査委員会で決定させて頂きます。

以上
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審査請求の要否調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎殿

｛層内出願の情報］

（下記の迂～⑦の項目は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号

②発明の名称（出願時）：

③出願番号：

④発明者（学内）所属・氏名：

⑤圏内出願日：平成 年 月 臼

⑤共同出願人口有り、 ロ無し

有りの場合、共同出願人、その持分割合（%）・

平成年月日

本件の審査請求料の負担： 口相手持ち、 ロ持分に応じて、 口当大学

⑦その他（外国出願等）

［以下について、問答者で記載願います。］

片の所属氏名：

1 .審査請求の要否

［ 婆 否

2. 審査請求が要（必要）あるいは否｛不必要）と判断される具体的根拠・理由をご記入下さい。

｛下記の審査請求の学内審査基準を参考にしてお答え下さい。発明者で記載して下さい。

①出願から2年半以内に実施契約が成立しているか。（あるいは、実施契約には至っていないが、

将来、契約の期待が商いものであるか。）

②大学の方針・戦略（大学の研究推進戦略等）、研究者の戦略（有倹譲渡を含む）に沿ったもの

であるか。

③外部資金｛競争的資金（科研費等）、受託研究費、共同研究費、寄付金等｝導入のきっかけと

なったものであるか。 （各外部資金の金額を記入下さい。）

④共同出願については、相手（企業等）の意向に沿ったものであるか。（相手（企業等）の意向を尊重、

考慮する。）｝

［できるだけ具体的にご記入下さい。］
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知的財産センター 整理番号 添付資料⑧

国内特許年金案件を審査する時の権利維持・放棄の審査基準

（審査の観点）と評価

平成年月 日

発明の名称・

特許番号：

代表発明者の所属部局名、職名、氏名：

特 許年金 年目納付期限： 年月日

審査基準と評価

項目 基準 評価

1 （キ） 登録後2年半での見直し、あるいは、それ以降の3年毎の見直しか。 はい、 いいえ

2 （仲）
上記の見直しの時期の問のライセンス収入等が、その伺の特許年金総額

を満たしているか。
はい、 いいえ

3 （キ）
契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が

必要と判断するものか。
はい、 いいえ

4（キ） 共同出願草案件は、権利共有者の意向も考慮／移譲しているか。 はい、 いいえ

総合 ①特許年金納付する

（維持する）
本特許の特許年金納付に関する総合評価

評価
②特許年金納付しない

（放棄する）

［注記l1）上記2、3のうち、いずれかに、「はい」と思われる項円があれば、原則として園内特許

年金納付をすると判断して下さい。

2）上記で（キ）印の付いた項同は、ご予め、知的財産センターが判断して記入する項目です。

3）上記で（件）印の付いた項Rは、予め、山口TL O等が判断して記入する項目です。

4）以下の審査の観点も考慮願います。

種別 隈内特許年金納付可否の取り扱い

大学単独出願 大学の意向で決定する

相手が費用負担 相手（企業等）の意向を尊重する
共同出願

持分に応じて費用負担 相手（企業等）の意向を考感する
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国内特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査の記入依頼

添付資料⑨

代表発明者

殿 平成 年 月 日

〒755-8611山口県宇部市常盤台 2丁目 16-1

国立大学法人山口大学

大学研究推進機構

知的財産センター センター長 佐田洋一郎

【回答先］ 担当伯野由香

TEL: 0836-85-9965, FAX: 0836-85-9967 

E-ma i I : y-hakuno@yamaguch i-u. ac. j p 

先般、山口大学が承継し圏内出願して登録となった下記国内特許について、 以下の通り、

圏内特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査をいたしますので、 回答頂きま

すようお願いいたします。

特許維持をする場合は、定期的に特許年金の納付をしなければなりませんが、特許年金

はかなりの経費が掛かることもあり、 山口大学では、 特許を厳選して、維持することとし

ています。

つきましては、下記留意事項をご一読の上、特許年金納付の要否を判断頂き、ライセン

ス状況等の調査結果と併せて、知的財産センターまで電子メールで回答をお送り下さいま

すようお願いいたします。

期限までに、特許年金納付 「要」と回答頂いた案件は、後日、学内の知的財産審査委員

会で審議されます。特許年金納付をすることに決定した場合には納付の手続きを行い、特

許年金納付をしないことに決定した場合には原則として大学として納付の手続きを行わず

に、発明者へ希望を聞いて、希望があれば、発明者へ返却いたします。

圏内特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（ 1/2) 

1. 圏内特許の特許年金納付について

特許維持をする場合は、定期的に特許年金を納付しなければなりません。

山口大学では、日本の特許年金制度に基づき、 『大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員

会（審査会）にかける年について』は、下記のように取り決めています。

量
録 登録白から

日 1年目 ｜ 2年目 ｜ 3年E 4年目 5年目 6年目 7年目 B年目 9年目 10年目 11年目 12年目

審 審 審

査 査 査
囲内出願（日本） 初3年（3年分） 会 会 会

大学負担 大学負担 文学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担

すなわち、登録から 3年分（いわゆる初3年）までの年金は登録時に支払うことになっている

ため、 学内の審査会にかけずに大学が負担。登録4年目からは、 3年毎に学内の審査会にかけて、

採択されれば、大学負担。
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圏内特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（2 / 2) 

2. 学内の審査会にかけて特許年金を納付するか否かを審議する時期が来れば、事前に発明者に、

「圏内特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査」に関する回答用紙を提出頂き、そ

れに基づいて審査会で審議するものとします。

また、大学が無審査で負担している時期であっても、当該特許のライセンス状況等（実施化、

ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等）については、調査確認させて頂く必要があります

ので、上記と同じ回答用紙にて、毎年回答頂くものとします。

3.囲内特許の特許年金納付の金額について

大学が特許年金納付で負担することになる金額については、年目で異なるため、特許年金納付

要否調査時に、その都度、個別にお知らせしますので、それを勘案頂いて、特許年金納付の要否

の判断をお願いいたします。

4. 国内特許の特許年金納付要否の回答について

特許年金納付要否の回答では、特許年金納付が「要（必要） Jあるいは 「否 （不必要） Jと判

断される具体的根拠・理由と、 当該特許の実施化、 ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等

について具体的に回答をお願いいたします。添付の回答用紙に記載の「権利維持・放棄する時の

学内審査基準Jを参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない特許については原則として

特許年金納付は「否」として下さい。

記

【該当案件〕

（下記①～③の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号：

②発明の名称：

③特許番号：

④発明者（学内）所属 ・氏名：

⑤出願日： 年月日

⑤登録日 ： 年月日

⑦特許年金年目納付期限：

③特許年金納付金額 ：

年 月日

回答期限日 平成 年 月 日（ ）

＊ なお、期限までにご回答頂けない場合は、知的財産審査委員会で決定させて頂きます。

以上
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圏内特許の特許年金納付要；，：§調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐臼洋一郎殿

平成 年月 日

［該当案件］

（下記①～③の項毘は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号：

②発明の名称：

③特許番号：

④発明者（学内）所属・氏名：

⑤出願日： 年月日

⑥登録日： 年 月日

⑦特許年金年目納付期限．

③特許年金納付金額：

年月日
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2. 国内特許の特許年金納付が嬰（必要）と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実

施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等について具体的に発明者でご記入下さい。

｛下記の「権利維持・放棄する時の学内審査基準」を参考にしてお答え下さい。

①登録後2年半で見直し、以降3年毎に見直す。

②基本的には、主主録後に、上記の見直しの時期の聞のライセンス収入等が、その間の特許年金総

額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。

③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは

残す。

④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。｝
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知的財産センター 整理番号 添付資料⑩

外国特許年金案件を蕃査する持の権利維持・放棄の審査基準

（審査の観点）と評価

平成 年 月

発明の名称：

0 0国特許番号：

代表発明者の所属部局名、職名、氏名・

特許年金 年目（本件では00閣でいう第 年度）納付期限： 年 月 日

審査基準と評価

項目 基準 評価

1 （キ）
その閣の特許年金納付時期に応じて、主主録後2年～2年半での見直し、

あるいは、それ以降の3～4年毎の見直しか。
はい、 いいえ

2 （料）
上記の見直しの時期の間のライセンス収入等が、その問の特許年金総額

を満たしているか。
はい、 いいえ

3（キ）
契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が

必要と判断するものか。
はい、 いいえ

4（キ） 共同出臣賞案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重しているか。 はい、 いいえ

総合 ①特許年金納付する
（維持する）

本特許の特許年金納付に関する総合評価

日

評価
②特許年金納付しない

（放棄する）

［注記） 1）上記2、3のうち、いずれかに、「はしりとj思Iわれる項目があれば、原則として外国特許

年金納付をすると判断して下さい。

2）上記で（キ）印の付いた項問は、予め、知的財産センターが判断して記入する項同です。

3）上記で（件）印の付いた項同は、予め、山口TL O等が判断して記入する項何です。

4）以下の審査の観点も考慮願います。

種別 外国特許年金納付可否の取り扱い

大学単独出願 大学の；意向で決定する

相手が費用負担 相手（企業等）の；志向を尊重する
共同出願

持分に応じて費用負担 相手（企業等）の意向を考慮する
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外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査の記入依頼

添付資料⑪

代表発明者

殿 平成年月日

干755861 1山口県宇部市常盤台2丁目 16I 

国立大学法人山口大学

大学研究挽進機構

知的財産センターセンター長佐閏洋一郎

［問答先］ 担当酒井由美子

TEL: 0836-85山 9978,FAX: 0836-85山 9967

E－四ail:y-sakai由yamaguchi-u. ac. j p 

先般、山口大学が承継し外国出願して登録となった下記外国特許について、以下の通り、

外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査をいたしますので、回答頂きま

すようお願いいたします。

特許維持をする場合は、定期的に特許年金の納付をしなければなりませんが、外国特許

の特許年金はかなりの経費が掛かることもあり、山口大学では、特許を厳選して、維持す

ることとしています。

つきましては、下記留意事項をご一読の上、特許年金納付の婆否を判断I震き、ライセン

ス状況等の調査結果と併せて、知的財産センターまで電子メールで回答をお送り下さいま

すようお願いいたします。

期限までに、特許年金納付「要j と問答頂いた案件は、後日、学内の知的財産若手査委員

会で審議されます。特許年金納付をすることに決定した場合には納付の手続きを行い、特

許年金納付をしないことに決定した場合には原則として大学として納付の手続きを行わず

に、発明者へ希望を聞いて、希望があれば、発明者へ返却いたします。

外国特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（ 1/2) 

1. 外国特許の特許年金納付について

特許維持をする場合は、定期的に特許年金を納付しなければなりませんが、 Js Tは登録時の

1回目の年金までしか支援しません。また、各国で特許年金制度が異なるため、山口大学では、

各国を横並びにし、発明者ができるだけ不公平にならないように、 『各国別における Js Tの年

金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について』は、下

記のように取り決めています。

2.各国別におけるJs Tの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（答査会）

にかける年について ・添付の「外国特許の特許年金納付についての注意事項Jを参照

添付に記載は代表的な国の例であり、その他の国についてもこれに準じるものとします。

ヮ，
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・
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外国特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（2/ 2) 

なお、いずれの国の場合においても、学内の審査会にかけて特許年金を納付するか否かを審議

する時期が来れば、事前に発明者に、 「外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調

査」に関する回答用紙を提出頂き、それに基づ、いて審査会で審議するものとします。

また、大学が無審査で負担している時期であっても、当該特許のライセンス状況等（実施化、

ライセンス契約の進捗状況、 市場調査結果等）については、調査確認させて頂く必要があります

ので、上記と同じ回答用紙にて、毎年回答頂くものとします。

3.外国特許の特許年金納付の金額について

大学が特許年金納付で負担することになる金額については、国や年目で異なるため、特許年金

納付要否調査時に、その都度、個別にお知らせしますので、それを勘案頂いて、特許年金納付の

要否の判断をお願いいたします。

4.外国特許の特許年金納付要否の回答について

特許年金納付要否の回答では、特許年金納付が 「要（必要） 」あるいは「否（不必要） 」と判

断される具体的根拠・理由と、当該特許の実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等

について具体的に回答をお願いいたします。添付の回答用紙に記載の 「権利維持・放棄する時の

学内審査基準Jを参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない特許については原則として

特許年金納付は 「否」として下さい。

併せて、添付の「外国特許の特許年金納付についての注意事項」を十分勘案して頂きます

ようお願いいたします。

記

［該当案件］

（下記①～③の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター 整理番号 ：

②発明の名称：

③00国特許番号 ：

④発明者（学内）所属 ・氏名：

⑤PCT出願日： 年 月 日

⑥00国登録日 ： 年 月 日

⑦特許年金年次（本件では日本でいう第年目）納付期限：

③特許年金納付金額：

年月日

回答期限日平成 年 月 日（）

＊ なお、期限までにご回答頂けない場合は、知的財産審査委員会で決定させて頂きます。

以上
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外関特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙

国立大学法人山口大学大学研究推進機構

知的財産センターセンター長佐田洋一郎殿

平成 年月 日

［該当案件］

（下記①～③の項目は、知的財産センターで予め記載します。）

①本学知的財産センター整理番号．

②発明の名称：

③00国特許番号：

③発明者（学内）所属・氏名：

⑤PCT出願日： 年月日

⑥00毘登録日： 年月日

（［；特許年金年次（本件では日本でいう第年目）納付期限：

⑧特許年金納付金額・

年月日

すまい
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2.外国特許の特許年金納付が要（必要）と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実

施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結巣等について具体的に発明者でご、記入下さい。

｛下記の「権利維持・放楽する時の学内審査基準」を参考にしてお答え下さい。

①その閣の特許年金納付時期に応じて、登録後2年～2年半で見直し、以降3～4年毎に見直す。

②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の問のライセンス収入等が、その聞の特許年金総

額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。

③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは

残す。

④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。｝
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外国特許の特許年金納付についての注意事項

1.外国特許の特許年金納付について

大学研究推進機構

知的財産センター

特許維持をする場合は、定期的に特許年金を納付しなければなりませんが、 Js Tは

登録時の l回目の年金までしか支援しません。また、各国で特許年金制度が異なるため、

山口大学では、各国を横並びにし、発明者ができるだけ不公平にならないように、 『各

国別における Js Tの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査

会）にかける年について』は、下記のように取り決めています。

2.各国別における Js Tの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会

（審査会）にかける年について

【各国別における JSTの年金支媛、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について】

豊 田本でいうところの

録 畳録臼かE
日 1年自 ’ 2年目 ’ 3年目 4年目 ’ 5年目 6年目 7年目 B年目 ’ 9年目 ’ 10年目 11年目 ’ 12年目 ’

審 審 審

査 査 査
外国出願（中園） 会 会 会

JST支媛 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担

審 審 審

査 査 査
外国出願｛ドイツ） 会 会 会

JST支慢 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担

審 署E 審 11.5年目

査t 査 査 ～14.5年目
外国出願｛米国） 2,5年分 会 3.5年目～6.5年目何年分） 会 7.5年目～10.5年目例年分） ~ 何年分）

JST支媛 大学負担 大学負担 大学負担

司畢 審 審

査 査 査
外国出願（嶋田） 3年分 ~ 品ヨ昆 会

JST支媛 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担

審 審 審

【多考】 査 査 査

国肉出願（日本） 初3年（3年分） 会 会 会

大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担 大学負担

すなわち、

①中国やドイツについては、登録l年目までの年金はJs Tが支援。その後、 2年目、

3年目の年金は、学内の審査会にかけずに大学が負担。登録4年目からは、 3年毎に

学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。

②米国については、登録から 2. 5年分までの年金はJs Tが支援。その後、 3.5年

目、 7. 5年目、 1 1 . 5年目・・ ・の各 4年毎に4年分をまとめて納付する年金に

ついては、学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。

③韓国については、登録から 3年分までの年金はJs Tが支援。登録4年目からは、 3

年毎に学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。
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以上、代表的な国の例について記したが、その他の閣についても上記に準じるものと

します。

なお、いずれの国の場合においても、学内の審査会にかけて特許年金を納付するか否

かを審議する時期が来れば、事前に発明者に、 「外陸特許の特許年金納付要否調査、ラ

イセンス状況等調査」に関する回答用紙を提出I員き、それに基づいて審査会で審議する

ものとします。

また、大学が無審査で負担している時期であっても、当該特許のライセンス状況等（実

施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等）については、調査確認させて頂く

必要がありますので、上記と同じ回答用紙にて、毎年回答頂くものとします。

3.外国特許の特許年金納付の金額について

大学が特許年金納付で負担することになる金額については、国や年呂で異なるため、

特許年金納付要否調査時に、その都度、個別にお知らせしますので、それを勘案頂いて、

特許年金納付の要否の判断をお瀬いいたします。

4.外国特許の特許年金納付要否の回答について

特許年金納付要否の回答では、特許年金納付が「婆（必要） Jあるいは「否（不必要）」

と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実施化、ライセンス契約の進捗状況、市

場調盗結果等について具体的に回答をお願いいたします。下記に記載の「権利維持・放

棄する時の学内審査基準j を参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない特許に

ついては原則として特許年金納付は「否」として下さい。

［権利維持・放棄する時の学内審査基準｝

①その国の特許年金納付時期に応じて、登録後2年～2年半で見直し、以降3～4年

毎に見直す。

②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の伺のライセンス収入等が、その問の

特許年金総額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望が

あれば発明者へ返却する）。

③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断

したものは残す。

④共同出願案件は、機利共有者の意向も考慮／尊重する。

以上の点を十分勘案して頂き、外国特許の特許年金納付の要否を判断して頂きますよう

お願いいたします。
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